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指
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よ
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整
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局
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づ
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命
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（
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件
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…（
東
京
消
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庁
）…
一一

雑

報

○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
互
選
議
員
補
欠
選
挙
の
結

果
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
職
員
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合
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○
東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
の
招
集
…
…
…
…
…
…（
同
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一三

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

大
田
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
三
・
三
・
百

三
十
三
号
京
浜
島
二
丁
目
第
二
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
八
年
六
月
十
日
か
ら
令
和
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

大
田
区
京
浜
島
二
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

練
馬
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
練
馬
第
二
・
二

・
百
五
十
号
富
士
見
台
一
丁
目
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
八
年
六
月
十
日
か
ら
令
和
十
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

練
馬
区
富
士
見
台
一
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

大
田
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
五
・
五
・
三

十
四
号
平
和
の
森
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
八
年
六
月
十
日
か
ら
令
和
十
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

大
田
区
平
和
の
森
公
園
及
び
平
和
島
五

丁
目
各
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
三
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
港
区
芝
浦
一
丁

目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

水
銀
及
び
そ
の
化

ひ

合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ

っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
荒
川
区
町
屋
七

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合

物
及
び
シ
ア
ン
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い

う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担

当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担
当
す
る
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第
五

十
五
条
の
三
第
一
号
及
び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第

十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
二
（
法
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
中
国

残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
及
び
施
術
を
担

当
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
、
廃
止
、
休
止
及
び
再
開
の
届

出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
及
び
生
活
保
護
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
第
十
四
条
の

二
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
四
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
第
一
項
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特

定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十

号
。
以
下
「
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
り
、
指
定
し
た
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機

関
の
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
五
十
五
条
の
三
第
三
号
及

び
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
二
十
一

号
）
第
十
六
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
法
第
十
四
条
第
四
項
に
お

い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

公

告

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
住
所
の
変
更
に
つ

い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
三
河
島
駅
前
北
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

か
ら
理
事
長
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名

松
本

香

二

住
所

荒
川
区
東
日
暮
里
五
丁
目
四
十
二
番
十－

四
〇
四
号

消
防
法
に
基
づ
く
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
１７条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
行
っ
た
の
で
、
同
条
第

３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

令
和
８
年
６
月
１０日東
京
消
防
庁

野
方
消
防
署
長

森
川

敏
也

１
防
火
対
象
物
の
所
在
地
中
野
区
野
方
六
丁
目
１１番

１
号

２
防
火
対
象
物
の
名
称

ヒ
ル
ト
ッ
プ
Ｗ

３
命
令
を
受
け
た
者

若
井

順
司

４
命
令
事
項

⑴
令
和
８
年
８
月
２７日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
に
屋
内
消
火
栓
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設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

⑵
令
和
８
年
８
月
２７日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
に
自
動
火
災
報

知
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

５
命
令
年
月
日

令
和
８
年
２
月
２８日

消
防
法
に
基
づ
く
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
１７条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
行
っ
た
の
で
、
同
条
第

３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

令
和
８
年
６
月
１０日東
京
消
防
庁

上
野
消
防
署
長

黒
﨑

清
貴

１
防
火
対
象
物
の
所
在
地

台
東
区
上
野
六
丁
目
３
番
１０号

２
防
火
対
象
物
の
名
称

尾
中
第
２
ビ
ル

３
命
令
を
受
け
た
者

尾
中

敬

４
命
令
事
項

令
和
８
年
５
月
３１日

ま
で
に
、
２
の

防
火
対
象
物
に
自
動
火
災
報
知
設
備

を
設
置
す
る
こ
と
。

５
命
令
年
月
日

令
和
８
年
３
月
３０日

消
防
法
に
基
づ
く
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
１７条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
行
っ
た
の
で
、
同
条
第

３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

令
和
８
年
６
月
１０日

東
京
消
防
庁

志
村
消
防
署
長

中
村

秀
和

１
防
火
対
象
物
の
所
在
地
板
橋
区
小
豆
沢
一
丁
目
２３番

１０号

２
防
火
対
象
物
の
名
称

水
谷
ビ
ル

３
命
令
を
受
け
た
者

株
式
会
社
水
谷

代
表
取
締
役
水
谷
清

４
命
令
事
項

⑴
令
和
８
年
９
月
１５日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
に
屋
内
消
火
栓

設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

⑵
令
和
８
年
６
月
１５日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
に
自
動
火
災
報

知
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

５
命
令
年
月
日

令
和
８
年
３
月
１２日

消
防
法
に
基
づ
く
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
１７条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
行
っ
た
の
で
、
同
条
第

３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

令
和
８
年
６
月
１０日東
京
消
防
庁

千
住
消
防
署
長

本
橋

哲
也

１
防
火
対
象
物
の
所
在
地
足
立
区
千
住
二
丁
目
６５番

２
防
火
対
象
物
の
名
称

霜
田
ビ
ル

３
命
令
を
受
け
た
者

遠
井
節
子

４
命
令
事
項

⑴
令
和
８
年
８
月
１７日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
に
自
動
火
災
報

知
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

⑵
令
和
８
年
８
月
１７日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
に
誘
導
灯
を
設

置
す
る
こ
と
。

５
命
令
年
月
日

令
和
８
年
３
月
１７日

消
防
法
に
基
づ
く
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
１７条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
行
っ
た
の
で
、
同
条
第

３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

令
和
８
年
６
月
１０日

東
京
消
防
庁

江
戸
川
消
防
署
長

江
入

幸
治

１
防
火
対
象
物
の
所
在
地
江
戸
川
区
松
島
二
丁
目
７
番
１６号

２
防
火
対
象
物
の
名
称

株
式
会
社
天
通
松
島
工
場

３
命
令
を
受
け
た
者

株
式
会
社
Ｕ
ｎ
ｉ
ｔ
ｅ
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ

代
表
取
締
役
岡
本
美
咲

４
命
令
事
項

⑴
令
和
８
年
６
月
２８日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
に
屋
内
消
火
栓

設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

⑵
令
和
８
年
６
月
２８日

ま
で
に
、

２
の
防
火
対
象
物
に
自
動
火
災
報

知
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
。

５
命
令
年
月
日

令
和
８
年
３
月
３０日

雑

報

東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
互
選
議
員
補
欠
選
挙

の
結
果
に
つ
い
て
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令
和
八
年
五
月
二
十
二
日
に
執
行
し
た
東
京
都
職
員
共
済
組
合
組

合
会
互
選
議
員
補
欠
選
挙
に
次
の
者
が
当
選
し
た
の
で
、
東
京
都
職

員
共
済
組
合
定
款
（
昭
和
三
十
七
年
十
二
月
一
日
公
告
）
第
十
六
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

栗

岡

祥

一

選
挙
区

当
選
人
氏
名

所
属

第
二
区

石
川

純

豊
島
区
区
民
部
税
務
課

第
三
区

内
海

洋
平

東
京
消
防
庁
人
事
部
厚
生
課

東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
の
招
集
に
つ
い
て

令
和
八
年
度
第
一
回
東
京
都
職
員
共
済
組
合
組
合
会
を
次
の
と
お

り
招
集
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
日

東
京
都
職
員
共
済
組
合

理
事
長

栗

岡

祥

一

一

日
時

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

午
後
三
時
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
一
本

庁
舎
北
塔
三
十
七
階

職
員
共
済
組
合
大
会
議
室

三

議
事

第
一
号
議
案

令
和
七
年
度
決
算
に
つ
い
て
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